
１ 地価公示の目的

２ 調査地点数

（単位：地点）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

(注)（　）内の数値は平成２２年地価公示のものです。

３ 標準地の選定原則                        

　標準地は次の点に留意して選定しています。　標準地は次の点に留意して選定しています。

代表性の原則

中庸性の原則

安定性の原則

確定性の原則

４ 価格判定の基準日

平成２３年１月１日

５ 標準地の価格判定

1

2

平成２３年地価公示事業について

　地価公示は、地価公示法（昭和４４年法律第４９号）の規定に基づいて、昭和
４５年（群馬県は昭和４９年）から実施しているもので、毎年１回、国土交通省
土地鑑定委員会が公示区域内の標準的な土地（以下「標準地」という｡)の正常な
価格（以下「公示価格」という｡)を判定し、公示します。
　一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価
格算定の規準とされ、また、国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土
地価格算定の規準とされる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的と
しています。

宅　　　　　地

住宅地 商業地 準工業地 工業地
市街化調整
区域内宅地 全用途

235 97 29 9 26 396

258 100 30 9 26 423

(1)

　市町村の区域内において、適切に分布し、その区域全体の地価水準をできる
限り代表しうるものであること。

(2)

　近隣地域内において土地の利用状況、環境、地積、形状等が中庸のものであ
ること。

(3)

　できる限り土地の利用状況が安定した近隣地域内にあって、その近隣地域の
一般的用途に適合したものであること。

(4)

　土地登記簿、住居表示、建物、地形等によって明確に他の土地と区別され、
かつ、容易に確認できるものであること。

　標準地の価格は、１地点につき２名の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、国土交
通省土地鑑定委員会において審査のうえ、基準日における１平方メートル当たり
の正常な価格を判定します。
　なお、鑑定評価は、３７名の不動産鑑定士が行いました。

(注) 　公示価格は、土地の利用が同質と認められる地域の標準的な画地の価格
水準を示すものであり、最高又は最低価格を示すものではありません。

　土地の価格は、同一の地域であっても地積、形状、接面道路等個別の価
格形成要因の違いに応じて異なります。



６ 周知措置

　３月１８日付け官報で国土交通省土地鑑定委員会公示として公表されます。

７ 地価調査との比較

地価公示法 国土利用計画法施行令

国土交通省土地鑑定委員会 都道府県知事

毎年１月１日 毎年７月１日

公示区域（２８市町村） 県内全域

宅地　　　　　　 ３９６地点 宅地　　　　　　　４１２地点

林地    　          １８地点

(注)地価調査の数値は平成２２年のものです。

８ 選定替標準地等

選定替地点　　理由：標準地の選定原則に合致しなくなったため

（単位：地点）

(注)選定替地点一覧は、下記のとおりです。

廃止地点　　　理由：標準地の再配置を行ったため

（単位：地点）

(注)廃止地点一覧は、次頁のとおりです。

番号変更地点　理由：標準地の再配置を行ったため

（単位：地点）

(注)番号変更地点一覧は、次頁のとおりです。

平成２３年地価公示・選定替等地点一覧表

選定替地点一覧 ５地点

市町村 標準地番号 標準地の所在及び地番（22年）
名等 23年 22年
高崎市 高崎７－１ 高崎７－１ 倉賀野町字西上正六３２番６外

伊勢崎市 伊勢崎－１４ 伊勢崎－１４ 羽黒町１１番２

藤岡市 藤岡－３ 藤岡－３ 中字沖９１６番１

藤岡－５ 藤岡－５ 藤岡字北ノ原９８０番２

安中市 安中－１ 安中－１ 安中２丁目字地尻２５０４番４

(1)

(2) 　市役所、町村役場の担当課において、標準地の価格やその他の公示された事
項を記載した書面を、だれでも自由に閲覧できます。

(3) 　県庁においても、県民センター等で自由に閲覧できるようにしています。ま
た、国土交通省及び県のホームページでも標準地の価格やその他の公示された
事項等が閲覧できます。

区 分 地価公示 地価調査

根 拠 法 令

調 査 主 体

価格判定基準日

調 査 地 域

調査対象地点

(1)

住宅地 商業地 準工業地 工業地
市街化調整
区域内宅地 合　計

4 1 5

市街化調整
区域内宅地 合　計

22 3 1 26

(2)

住宅地 商業地 準工業地 工業地
市街化調整
区域内宅地 合　計

23 3 1 27

(1)

(3)

住宅地 商業地 準工業地 工業地



廃止地点一覧 ２７地点

市町村 標準地番号 標準地の所在及び地番（22年）
名等 23年 22年
前橋市 （廃　止） 前橋－３ 竜蔵寺町字天神１６６番４

（廃　止） 前橋－２２ 石倉町５丁目１９番９

（廃　止） 前橋－２６ 上小出町３丁目６番６

（廃　止） 前橋－２８ 大利根町１丁目５番５

（廃　止） 前橋－３７ 岩神町２丁目７１９番

（廃　止） 前橋５－５ 住吉町２丁目１０番６外

（廃　止） 前橋５－１７ 南町３丁目４６番１２外

高崎市 （廃　止） 高崎－５ 八代町１丁目１６番１４

（廃　止） 高崎－９ 江木町字寿９３９番１

（廃　止） 高崎－１４ 倉賀野町字下樋越１８４９番２９

（廃　止） 高崎－２３ 藤塚町字伊勢宮１３２番１６

（廃　止） 高崎－３０ 下中居町字天神前７１番１７外

（廃　止） 高崎－３８ 金古町字町裏３１３番９

（廃　止） 高崎７－３ 飯塚町字雁田８０５番１

桐生市 （廃　止） 桐生－２ 堤町１丁目２１８１番１０

（廃　止） 桐生－６ 広沢町２丁目字三夜沢３２８５番１５

伊勢崎市 （廃　止） 伊勢崎－６ 境女塚４６８番

（廃　止） 伊勢崎－１２ 茂呂町２丁目２８５７番２

（廃　止） 伊勢崎－１６ 平和町２１番４

太田市 （廃　止） 太田－２８ 尾島町３７８番３

（廃　止） 太田－３１ 新田木崎町１２５５番５４

館林市 （廃　止） 館林－５ 日向町字鶉境１０１９番５

藤岡市 （廃　止） 藤岡５－３ 藤岡１０３番１

板倉町 （廃　止） 板倉－２ 大字岩田字下山浦１８８８番４

明和町 （廃　止） 群馬明和－１ 新里１６番２外

千代田町 （廃　止） 群馬千代田－２ 大字赤岩字上桧内１９１７番５８

大泉町 （廃　止） 大泉－３ 仙石２丁目２２９９番４

番号変更地点一覧 ２６地点

市町村 標準地番号 標準地の所在及び地番（22年）
名等 23年 22年
前橋市 前橋－３ 前橋－４０ 下新田町字大沢境４６０番９５

前橋－２２ 前橋－４１ 天川大島町３丁目４１番２３外

前橋－２６ 前橋－４２ 鳥取町８４５番６

前橋－２８ 前橋－４３ 富士見町原之郷字下白川１８０２番６

前橋－３７ 前橋－４４ 富士見町小暮字土井１９５２番１０

前橋５－５ 前橋５－２４ 鼻毛石町１９８番７

前橋５－１７ 前橋５－２５ 富士見町小暮字西所替戸２３１番１外

高崎市 高崎－５ 高崎－３９ 足門町字鶴巻１６１４番１

高崎－９ 高崎－４０ 中泉町字横堀３００番４４

高崎－１４ 高崎－４１ 三ツ寺町字村前道下９６９番５

高崎－２３ 高崎－４２ 新町字諏訪３０４２番２

高崎－３０ 高崎－４３ 吉井町吉井字北町１５２番５

高崎－３８ 高崎－４４ 吉井町吉井川字滝ノ宮５０１番２

高崎７－３ 高崎７－４ 上豊岡町５７２番６

桐生市 桐生－２ 桐生－２１ 広沢町３丁目字坂本３５２４番４外

桐生－６ 桐生－２２ 新里町新川字天神原３８３２番４

伊勢崎市 伊勢崎－６ 伊勢崎－２２ 境新栄６番２３

伊勢崎－１２ 伊勢崎－２３ 市場町１丁目３２７番４

伊勢崎－１６ 伊勢崎－２４ 間野谷町６４０番６

太田市 太田－２８ 太田－３０ 新田木崎町１３３番２

館林市 館林－５ 館林－１４ 足次町字新田１０１番６

藤岡市 藤岡５－３ 藤岡５－４ 鬼石字本町１４８番６外

板倉町 板倉－２ 板倉－３ 大字板倉字入之山甲２４１５番１

明和町 群馬明和－１ 群馬明和－３ 新里２５８番６外

千代田町 群馬千代田－２ 群馬千代田－３ 大字赤岩字上宿北１８０番５

大泉町 大泉－３ 大泉－１０ 坂田４丁目７６２番３外

(2)

(3)


